
本来給付金額から、調整給付金額を差し引いた金額（調整給付金額の不足額）を支給します。

本来給付金額
（令和7年）

－
調整給付金額

（令和6年支給分）
＝

不足額給付金額
（今回の給付金額）

1万円単位への切上げ額

1万円単位への切上げ額

【令和7年度不足額給付金算定時】 【令和6年度調整給付金算定時】

不足額給付金額

令和6年分所得税
定額減税しきれない額

（実績値）
令和6年分所得税

定額減税しきれない額
（推計値）

令和6年度個人住民税所得割
定額減税しきれない額

令和6年度個人住民税所得割
定額減税しきれない額
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